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　連携先　

茨城県生活協同組合連合会，茨城県保健福祉部長

寿福祉課

　プロジェクト参加者　

井上拓也（ 人文学部・教授　担当：調査統括，

ワークショップ）

古山　均（ 茨城県生活協同組合連合会・専務理事

　　　　　担当：講演会・ワークショップ統括）

佐藤洋一（ 茨城県生活協同組合連合会・会長理事

　　　　　担当：ワークショップ）

鈴木克昌（ 茨城県生活協同組合連合会・事務局長

　　　　　担当：事務局）

荒井正徳（ 茨城県保健福祉部長寿福祉課・課長

　　　　　担当：ワークショップ）

鈴木一敏（ 茨城県保健福祉部長寿福祉課　地域ケ

ア推進室　担当：広報，ワークショッ

プ）

　プロジェクトの実施概要　

①プロジェクトの目的

　茨城県では，県，県警察本部，県民生委員児童

委員協議会，および民間事業者が「茨城県におけ

る地域の見守り活動に関する協定」を締結し，孤

立死防止などを目的とした地域の見守りを推進す

るための活動を展開している。そこでこの事業

は，前記事業者に含まれる生活協同組合，および

この活動の事務局を務める県保健福祉部長寿福祉

課（平成 25年度までは福祉指導課）と連携する

ことにより，県における孤独死防止を中心とする

見守り活動を，おもに大学ならではの調査などの

方法で支援することを目的とする。なおこのプロ

ジェクトは，平成 24・24・26年度の 3年計画で

あり，本年度はその最終年度に当たる。

②連携の方法及び具体的な活動計画

1．活動計画

（1）講演会の実施

　　孤独死防止に関する講演会を実施する。

（2） 「孤独死防止体制・孤独死の事例についての

アンケート調査」

　 　平成 25・26年度に引き続き，平成 26年度

（平成 27年度の前年度）の孤独死の実態，およ

びそれらの個別事例につき，県内市町村の担当

課に対して，郵送法・記名式でアンケート調査

を実施する。

（3）見守り体制についての現地での聞き取り調査

　 　県内市町村を訪問し，見守り体制（仕組みや

経費など）の在り方について聞き取り調査を実

施する。

（4）県内の孤独死データベースの作成

　 　調査対象となった平成 20～ 26年度の茨城

県内の孤独死事例のデータベースを作成する。

（5）県内の見守り活動データベースの作成

　 　様々な高齢者福祉を目的とした見守り活動の

体制と実践について，県のデータベースを作成

する。

（6）見守り体制の事業評価

　 　上記（4）（5）を踏まえ，県内市町村の見守
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り体制についての評価を行う。

（7）シンポジウムの実施

　 　3年間の活動の成果を踏まえ，基調講演，パ

ネリストによる討論を中心に，シンポジウムを

開催する。

（8）報告書の作成

　 　3年間の事業活動を振り返った報告書を作

成・刊行する。

（9）見守り活動への参加の呼びかけ

　 　協定未締結の事業者や住民組織に，見守り活

動の重要性を主張し，そこへの参加を呼びかけ

る。

2．連携の方法

（1）茨城県生活協同組合の役割としては，事業の

事務局の担当，県内の事業者・福祉団体（社協）

との連携体制の構築（とくに本事業についての

情報周知），事業者に対する調査の体制の整備，

演会の企画・当日の運営，シンポジウムの企

画・当日の運営，見守り活動の重要性の主張と

参加の呼び掛け，とくに生協を通じた本事業に

ついての広報活動，「協同組合論」などの本学

の授業への成果の還元がある。

（2）茨城県保健福祉部長寿福祉課の役割として

は，県内の市町村との連携体制の構築，本事業

についての情報周知や講演・シンポジウムなど

への協力の呼び掛け，事業者と市町村の活動に

ついての基礎的な情報の提供，見守り活動の重

要性の主張と参加の呼び掛けがある。

（3）大学の役割としては，県内の住民組織との連

携体制の構築，学術的な知見に基づく調査の実

施，調査結果の集計・分析，基礎的な情報と調

査結果のデータベース化，講演会・シンポジウ

ムへ出演，事業の成果の本学における研究への

還元の体制づくり，事業の成果の本学における

教育への還元の体制づくりがある。

③期待される成果

1  ．見守り活動の方法の洗練および体制（とくに

官民を通じた「つながり」）の整備

2  ．見守り活動の参加者の拡大（とくに「協定」

に参加する事業者の増大）および参加者の意識

改革・モラル（士気）向上。

3  ．1と 2を通じた孤独死者数の減少，最低でも

長期間にわたって発見される孤独死者数の減

少。

4  ．1と 2による茨城県の地域福祉力の向上。

5  ．茨城大学の地域社会，住民組織，地方自治，

協働などの研究への成果の還元

6  ．茨城大学の各種の授業（とくに教養の授業）

への成果の還元

　プロジェクトの実施成果　

①活動実績

1  ．講演会・見守り活動事例報告会（「第 4回・

地域の見守り活動を考える」）の実施

　（1） 日時：2015 年 6 月 26 日（金）　13:00 ～

16:30

　（2）場所：JA水戸本店大ホール

　（3） 講演：市川愛（葬儀相談員）「孤独死を考

える」

　（4） 社協による見守り事例報告：ひたちなか市

社協，つくば市社協，小美玉市社協，下妻

市社協

　（5） 参加者：県内自治体，県内事業者，その他

一般

2  ．「孤独死防止体制についてのアンケート調

査」・「平成 26年度の孤独死事例についてのア

ンケート調査」の実施

　（1）調査対象：県内 44市町村

　（2） 調査方法：郵送法・記名式（部署・氏名），

ただし一部回答はメールにて。

　（3） 調査期間：2016年 1月 27日（水）～ 2月

15日（月）。

　（4）回収率：93.2％（41市町村）。

3．県内市町村の見守り台帳等の収集

　上記アンケート調査に合わせて郵送にて収集し

た。

4  ．講演会・ワークショップ（「第 5回・地域の

見守り活動を考える」の開催

　（1） 日時：2016 年 2 月 19 日（金）　10:00 ～

13:00
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　（2） 場所：茨城大学環境リサーチラボラトリー

棟講義室

　（3） 講演：小谷みどり（第一生命経済研究所主

席研究員）「ひとりで暮らす高齢者の意識

からみた見守り」

　（4）ワークショップ

　（5） 参加者：県内自治体，県内事業者，その他

一般

5．報告書の作成

　（1）講演・ワークショップの記録

　（2）アンケート調査の記録

　（3）2016年 3月発行，166頁

②プロジェクトの達成状況

1．活動計画の達成状況

　（1）講演会の実施

　 　2015年 6月の「第 4回・地域の見守り活動

を考える」と 2016年 2月の「第 5回・地域の

見守り活動を考える」の双方において，各 1回

の講演会を実施した。それぞれ，孤独死に関す

る著名は講師によるものであり，参加者の間で

大変好評であった。計画を十分に達成できた。

　（2） 「孤独死防止体制・孤独死の事例について

のアンケート調査」

　 　前年度に引き続き，県内市町村の担当課に対

して，郵送法・記名式でアンケート調査を実施

した。しかし今年度は，回答してこなかった自

治体が 3つあり，回収率は 93.2％に止まった。

データの継続性という観点からは，とても残念

なことであった。計画としては，ある程度まで

達成できた。

　（3） 見守り体制についての現地での聞き取り調

査

　 　時間的・金銭的な制約のため，現地での聞き

取り調査を実施する余裕がなく，前記のアン

ケート調査と同時に各自治体から資料を収集し

た。聞き取り調査ができなかったという意味で

は，計画を達成できなかった。

　（4）茨城県内の孤独死データベースの作成

　 　これまで調査の対象としてきた平成 20～ 26

年度の県内の孤独死事例のデータについては，

データベースとして利用できる準備が整った。

今後は，これをどのように利用しうるかを検討

する必要がある。計画としては，ある程度まで

達成できた。

　（5）茨城県内の見守り活動データベースの作成

　 　各種の事例や資料の収集に努めたが，時間な

どの制約のため，網羅的なものとはなりえな

かった。そのため，データベース化には至らず，

計画としては達成できなかった。

　（6）見守り体制の事業評価

　 　（5）のデータベース化ができなかったため，

評価までには至らなかった。したがって計画と

しては達成できなかった。

　（7）シンポジウムの実施

　 　2016年 2月の「第 5回・地域の見守り活動

を考える」において，ワークショップを実施し

た。後述する事業者による見守りの在り方につ

き，行政や民間事業者などの間で議論すること

ができた。計画としては，基本的に達成でき

た。

　（8）報告書の作成

　 　3年間の事業活動を振り返った報告書を刊行

した。計画を十分に達成できた。

　（9）見守り活動への参加の呼びかけ

　 　3年間の活動を通じて，見守り協定の参加者

は確実に増加した。またそれらの間での意見交

換の場がなかなか用意できない中で，この事業

を通じてそのためのフォーラムを提供できた。

計画を十分に達成てきた。

2．事業者による見守りの重視。

　この事業の最大の特色は，営利にしろ非営利に

しろ，民間の事業者による見守り活動を重視して

きたことである。このことは，おもに行政や地

域住民による見守り活動を重視する類似の事業と

大きく異なる。事業者は，第一に，見守り対象者

を顧客として扱うため，彼らに対して下出に出る

し，少なくとも上から目線で臨むことはない。ま

た第二に，見守り対象者とビジネスに基づく部分

的な関係を結ぶため，彼らのプライベートに立ち

入らない。この 2点ゆえに，事業者は，ともすれ
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ばプライドが高く，全人格的な関係を望まない独

居高齢者にとって，行政や地域住民よりも気安い

存在となりうる。このことは，もちろん，行政や

地域住民による見守りを軽視するものではない。

しかしこれまで，それらに比べて，事業者による

見守りが軽視されてきたため，この事業では，行

政や社協による見守りに加えて，生協や飲料宅配

業による見守りを重視することとなった。

3．孤独死の実態把握

　この事業は，3年前には，孤独死防止を目的と

して立ち上げられた。しかし現実問題として，孤

独死防止は不可能であり，できることは，せいぜ

い長期間にわたって発見される孤独死者数の減少

といった程度であった。実際，下に掲げた図 1‐

（2）のように，県内で把握された孤独死者数は増

えている。しかしこのことは，図 1‐（1）を合わ

せて考えれば，孤独死の把握が以前に比べて進ん

だことを意味している。そしてこの把握の進展自

体が，この事業の成果であるとも考えられる。

③今後の計画と課題

1．今後の計画

　（1）孤独死防止を中心とした見守り活動に関す

る事業については，今年度で終了となった。

孤独死の事例や防止体制についての調査は，

今後は，行政など別の機関によって継続され

ることが望まれる。

　（2）この事業を通じて蓄積されたデータについ

ては，様々な機関によって利用されることが

望まれる。

　（3）高齢者の見守り活動に関して，この事業

を終了した時点で浮上してきた論点は，高齢

者の消費者被害の問題である。この問題は，

2016年 3月に内閣府消費者委員会でのシン

ポジウムでも取り上げられ，また茨城県消費

図 1-（1）　孤独死の把握状況

図 1-（2）　把握された孤独死者数
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生活審議会でも論点とされるなど，近年大き

な注目を集めている。そこでこの事業の関係

者の間では，高齢者の見守り活動について，

孤独死に続いて消費者被害の問題を取り上げ

ることが検討されている。

2．課題

　（1）この事業は，3年間の計画として立ち上げ

られた。しかし予算については，単年度ごと

に審査される。しかも採択がわかる時期は，

年度が始まって時期が経ってからであった。

したがって連携先としては，この事業のため

に，年度当初から予算を組みにくかったとい

う問題があった。

　（2）とくに調査の過程で問題になったことだ

が，様々な関係者の間で，この事業に対する

意識の差があった。とくにこのことは，3年

間継続したことによる事業のマンネリ化，担

当者の交代などによって顕在化し，事業を最

終的にまとめていく上で課題となった。
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